
    

 

特定医療費（指定難病）受給者証における保険情報等及び適用区分表示の廃止について（連絡） 

 

日頃から本市の福祉、保険行政にご理解ご協力をいただきお礼申し上げます。 

さて、本市が発行している特定医療費（指定難病）受給者証（以下「受給者証」といいます。）は、厚生労働省か

らの通知を受け令和８年３月１日以降、受給者証の記載内容が一部変更となりす。変更に伴い医療機関等での

事務の取扱いが変わりますので、ご連絡をいたします。 

この度の変更につきまして、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

 

１ 受給者証の表示内容変更 

 「保険者名称」、「保険証 記号・番号」、「適用区分」について表

記が廃止となります。当面の間は右イメージ図の受給者証となりま

す。 

患者様がお持ちの受給者証は３月以降に発行する受給者証に

順次反映させて交付します。当面の間、医療機関等にて取り扱う

受給者証は保険情報が記載されている受給者証と保険情報の記

載が無い受給者証の２種類が存在する形となります。   

保険情報等の情報が記入されている従前の様式の受給者証

も、有効期間内は継続して使用できます。従前の様式の受給者証

をお持ちの方で、最新の保険情報と異なる保険情報の記載がされ

ている場合でも、現物給付が可能です。 

※現物給付の取扱いの詳細は、下記２及び３をご確認ください。 

 

 

 

２ 現物給付での適用区分の取扱い（周知用リーフレット参照） 

  受給者証の適用区分の記載有無に関わらず、令和８年３月以降は以下のとおりの取扱いでお願いします。 

(1) 高額療養費の適用区分（所得区分）については、オンライン資格確認又は「限度額適用認定証」にて確認し

た区分をレセプトの特記事項の欄に記載します。 

(2) オンライン資格確認又は「限度額適用認定証」による高額療養費の区分が確認できない場合の適用区分は、

別紙１の「所得区分を確認できない場合」の表をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

受給者証のイメージ 

 



    

３ 受給者証と保険情報が異なる場合の現物給付の取扱い 

 従前は受給者証に記載されている保険情報と保険証等の情報が異なっていた場合、原則受給者証の使用

ができませんでしたが、３月以降は現物給付可能となります。オンライン資格確認等にて必ず最新の保険情報

をご確認いただき、その保険情報をご記載ください。（レセプト請求時において、サービス利用時点での保険情

報が記載されていない場合にはレセプトが返戻になる恐れがあります。） 

 

４ 償還払いでの所得区分記載の取扱い（別紙２参照） 

 受給者証が提示できなかった場合の払い戻しに使用する

特定医療費請求書（様式８号）の裏面は、医療機関にご記入い

ただいております。請求書に高額療養費の所得区分を記入し

ていただく箇所があります（右図の太枠内）。従前は、受給者証

の適用区分を記載いただいていましたが、３月以降はレセプト

に記載した所得区分をご記載ください。オンライン資格確認等

にて所得区分が確認できない場合の所得区分の設定は、表面

の２(2)の考え方と同様となります。 

 

 

＜参考＞受給者証への保険情報の記載は廃止となりますが、保険情報の変更は、国の法令で定められた

届出事項となるため、患者様は変更届を自治体へ提出する必要があります。（提出先：区役所高齢・障害

支援課（窓口）または横浜市健康福祉局医療援助課（郵送のみ）） 


